
 

 
3 月 26 日、東京高等裁判所は、私たちが控訴していた賃金等請求控訴事

件（通称：カット裁判控訴審）の判決で控訴を棄却するという許しがたい不

当判決を下しました。 

地本は裁判報告集会を開催し、この不当判決に抗議すると共に更に闘いを

強化する意思統一をしました。 

国家権力機構の一つである裁判所は、労働者を足蹴にする判決を下しまし

たが、この間の闘いで内容では私たちは勝利したと確信できます。 

これからも、不当な組合破壊のための反動緒攻撃を跳ね返すために団結を

一層強化して断固たる闘いを強化しましょう!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

報告集会に駆けつけてこれまでの苦労と今後の決意を語る原告団メンバー 
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